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みえ森と緑の県民税関連条例 

（１）みえ森と緑の県民税条例 

平成二十五年三月二十九日 
                              三 重 県 条 例 第 十 号 
（趣旨） 
第一条 この条例は、県内における台風等による災害の発生を踏まえ、県民の安全で安心な暮

らしを確保する上で、山地災害の防止、水源の涵（かん）養、地球温暖化の防止等森林の公
益的機能の果たしている役割は重要であり、その恩恵を広く社会全体が享受していることに
鑑み、災害に強い森林づくり及び県民全体で森林を支える社会づくりを推進する施策に要す
る経費の税源に充てるため、三重県県税条例（昭和二十五年三重県条例第三十七号。以下
「県税条例」という。）に規定する県民税の均等割の税率の特例を定めるものとする。 

２ この条例の規定に基づき県税条例第二十六条及び第三十二第一項に規定する県民税の均等
割の税率に加算する額の部分の名称は、みえ森と緑の県民税とする。 

  
（個人の県民税の均等割の税率の特例） 
第二条 個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第二十六条の規定にかかわらず、同条例に

定める額に千円を加算した額とする。 
  
（法人の県民税の均等割の税率の特例） 
第三条 法人の県民税の均等割の税率は、県税条例第三十二条第一項の規定にかかわらず、同

項の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に、当該額に百分
の十を乗じて得た額を加算した額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における県税条例第三十二条第三項の規定の適用について
は、同項中「第一項」とあるのは「みえ森と緑の県民税条例（平成二十五年三重県条例第十
号）第三条第一項」とする。 

  
    附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 
（個人の県民税に関する経過措置） 
２ 第二条の規定は、平成二十六年度以降の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十

五年分までの個人の県民税については、なお従前の例による。 
 （県税条例附則第十二条の六の二の規定の適用がある場合における個人の県民税の均等割の

税率の特例） 
３ 県税条例附則第十二条の六の二の規定の適用がある場合における第二条の規定の適用につ

いては、同条中「第二十六条」とあるのは「附則第十二条の六の二」とする。 
（法人の県民税に関する経過措置） 
４ 第三条の規定は、平成二十六年四月一日（以下この項において「施行日」という。）以後に

開始する事業年度分の法人の県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税
及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した
事業年度分の法人の県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税及び施行日
前に開始した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。 

（検討） 
５ 知事は、この条例の施行後おおむね五年ごとに、この条例の施行の状況について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。 
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（２） みえ森と緑の県民税基金条例 
平成二十五年三月二十九日 

                           三  重  県  条  例  第  九  号 
  
 （設置） 
 第一条 災害に強い森林づくり及び県民全体で森林を支える社会づくりを推進する施策に要す

る経費の財源に充てるため、みえ森と緑の県民税基金（以下「基金」という。）を設置す
る。 

  
 （積立て） 
 第二条 基金には、みえ森と緑の県民税条例（平成二十五年三重県条例第十号）第二条及び第

三条の規定による加算額に係る収納額に相当する額及び前条に定める基金の設置の目的のた
めに寄附された寄附金の額を一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）の定めるとこ
ろにより積み立てる。 

  
 （管理） 
 第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。 
 ２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 
  
 （運用益金の処理） 
 第四条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。 
  
 （処分） 
 第五条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、

予算の定めるところにより処分することができる。 
  
 （繰替運用） 
 第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 
  
 （委任） 
 第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。 
  
 附 則 
 （施行期日） 
 １ この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 
 （積立ての特例） 
 ２ 第二条の規定にかかわらず、基金には、当分の間、三重県財政調整基金から繰り入れた額

の一部に相当する額を予算の定めるところにより積み立てることができる。 
 （処分の特例） 
 ３ 基金は、前項の規定により積み立てられた額及び当該額の運用から生じる収益として第四

条の規定によりこの基金に編入された額に相当する額を三重県財政調整基金に積み立てるた
めの財源に充てる場合は、第五条の規定にかかわらず、予算の定めるところにより処分する
ことができる。 

 （三重県財政調整基金条例の一部改正） 
 ４ 三重県財政調整基金条例（昭和三十九年三重県条例第十二号）の一部を次のように改正す

る。 
  附則に次の一項を加える。 
 ５ 基金には、当分の間、みえ森と緑の県民税基金条例（平成二十五年三重県条例第九号）附

則第三項の規定により処分された額に相当する額を予算の定めるところにより積み立てるこ
とができるものとする。 
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（３） みえ森と緑の県民税評価委員会条例 
  平成二十六年七月十七日 

                             三重県条例 第 七十九 号 
（設置） 
第一条 みえ森と緑の県民税基金条例（平成二十五年三重県条例第九号）第一条に規定するみ

え森と緑の県民税基金を財源とする事業（次条第一号及び第二号において「基金事業」とい
う。）の実施後の評価等について調査審議するため、知事の附属機関として、みえ森と緑の
県民税評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 
第二条 委員会は、知事の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。 
 一 基金事業の実施後の評価に関する事項 
 二 基金事業についての提言に関する事項 
 三 みえ森と緑の県民税条例（平成二十五年三重県条例第十号）附則第五項に規定するおお

むね五年ごとに行う同条例の施行の状況についての検討に関する事項 
 四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 
（組織） 
第三条 委員会は、委員十人以内で組織する。 
２ 前項の場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満となら

ないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでな
い。 

（委員） 
第四条 委員は、学識経験を有する者その他知事が必要と認める者のうちから、知事が任命す

る。 
２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員は、再任されることができる。 
（委員⾧及び副委員⾧） 
第五条 委員会に、委員⾧及び副委員⾧各一人を置く。 
２ 委員⾧及び副委員⾧は、委員の互選により定める。 
３ 委員⾧は、会務を総理し、委員会を代表する。 
４ 副委員⾧は、委員⾧を補佐し、委員⾧に事故があるときはその職務を代理し、委員⾧が欠

けたときはその職務を行う。 
（会議） 
第六条 委員会の会議は、委員⾧が招集し、その議⾧となる。 
２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⾧の

決するところによる。 
（庶務） 
第七条 委員会の庶務は、農林水産部において処理する。 
（委任） 
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員⾧が委員会に

諮って定める。 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


